
 

介護保険法 
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最終改正：令和3年6月11日号外法律第66号 
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第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問

リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生

活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。 

１４ この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応

型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事

業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。 

２６ この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービ

ス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサー

ビスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。 

第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防

訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リ

ハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定

施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護

予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。 

 


